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（趣旨） 

第１条 建設業界では、若手技術者の離職や入職者の減少など、将来の担い手確保が大きな

課題となっており、建設現場における労働環境の改善が求められている。また、働き方改

革を推進するための関係法律の整備に関する法律（平成 30 年法律第 71 号）の規定によ

り、令和６年４月から時間外労働の上限規制が建設業へ適用されたことから、熊本市では、

営繕工事における時間外労働の削減など労働環境改善の取組みとして、「週休２日工事」

を実施する。 

（用語の定義） 

第２条 この要領で使用する用語の意義は、次の各号に定めるところによる。 

(1) 週休２日工事 

週休２日（現場閉所型）工事及び週休２日（交替制）工事の総称をいう。 

(2) 週休２日（現場閉所型）工事 

  対象期間（現場閉所又は現場休息）において４週８休以上の休日（現場閉所又は現場

休息）を確保する取組みをいう（曜日の特定はない。）。 

（3) 現場閉所  

巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事務所

での事務作業を含めて１日を通して現場や現場事務所が閉所された状態をいう。 

 (4) 現場休息 

分離発注工事の場合に、各発注工事単位で、現場事務所での事務作業を含めて１日を

通して現場作業が無い状態をいう。 

(5) 休日（現場閉所又は現場休息） 

現場閉所又は現場休息を行った日をいう。 

(6) 対象期間（現場閉所又は現場休息） 

  工事着手日から完成通知提出日までをいう。ただし、年末年始６日間、夏季休暇３日



間、工場製作のみ実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者

が対象外とする期間（受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間など）を除く。 

(7) 現場閉所（現場休息）率  

対象期間内の休日（現場閉所又は現場休息）の日数を対象期間（現場閉所又は現場休

息）の日数で除した値を百分率で表した値をいう。 

(8) 週休 2 日（交替制）工事 

対象期間（交替制）において、全ての対象者が交替しながら４週８休以上の休日を確

保する取組みをいう。 

(9) 対象者 

当該工事に係る元請け及び施工体制台帳記載の下請け（建設工事の請負契約分のみ）

の全ての技術者、技能労働者及び現場代理人をいう。ただし、当該工事に一時的に従事

した技術者、技能労働者は除く。 

(10) 対象期間（交替制）  

工事着手日から完成通知提出日までをいう。ただし、下請けについては施工体制台帳

上の工期を基本とし、施工体制台帳上の工期のうち実働期間が点在している場合には、

受発注者間の協議により対象期間について適宜設定するものとする。 

また、年末年始６日間、夏季休暇３日間、工場製作のみ実施している期間、工事全体

を一時中止している期間のほか、発注者が対象外とする期間（受注者の責によらず現場

作業を余儀なくされる期間など）は含まない。 

(11) 休日（交替制） 

対象者が、現場事務所での事務作業を含めて１日を通して作業を行わない状態をい

う。 

 (12) 休日率 

対象者の対象期間内の休日（交替制）の日数を対象期間（交替制）の日数で除した値

を百分率で表した値をいう。 

 (13) 完全週休２日 

対象期間（現場閉所又は現場休息）又は対象期間（交替制）の全ての週（原則として、

土曜日から金曜日までの７日間とする。以下同じ。）において、週休２日（現場閉所型）

工事の場合は、２日以上の現場閉所（現場休息）を行ったと認められる状態をいい、週

休２日（交替制）工事の場合は、全ての対象者が２日以上の休日（交替制）の確保を行

ったと認められる状態をいう。 

なお、現場閉所（現場休息）は、土曜日及び日曜日に行うことを原則とするが、事前 

に監督員と協議した上で、当該週の別の日に振り替えることができる。 

また、対象期間の日数が７日に満たない週においては、週休２日（現場閉所型）工事 

の場合は、当該週の土曜日及び日曜日の合計日数以上の現場閉所（現場休息）を行って 

いれば達成しているものとみなし、週休２日（交替制）工事の場合は、当該週の土曜日 



及び日曜日の合計日数以上の休日（交替制）の確保を行っていれば達成しているものと 

みなす。 

 (14) 月単位の週休２日 

対象期間の全ての月において、週休２日（現場閉所型）工事の場合は、４週８休以上

の現場閉所（現場休息）を行ったと認められる状態をいい、週休２日（交替制）工事の

場合は、全ての対象者が交替しながら４週８休以上の休日（交替制）の確保を行ったと

認められる状態をいう。 

なお、暦上の土曜日及び日曜日の日数の割合が 28.5%に満たない月においては、週休 

２日（現場閉所型）工事の場合は、当該月の土曜日及び日曜日の合計日数以上の現場閉 

所（現場休息）を行っていれば、達成しているとみなし、週休２日（交替制）工事の場 

合は、当該月の土曜日及び日曜日の合計日数以上の休日（交替制）の確保を行っていれ 

ば達成しているとみなす。 

 (15) 通期の週休２日 

   対象期間において、週休２日（現場閉所型）工事の場合は、４週８休以上の現場閉所 

（現場休息）を行ったと認められる状態をいい、週休２日（交替制）工事の場合は、全 

ての対象者が交替しながら４週８休以上の休日（交替制）の確保を行ったと認められる 

状態をいう。 

（対象工事） 

第３条 週休２日工事の対象は、熊本市が発注する全ての営繕工事とする。ただし、次の各

号に掲げる工事は、その対象としない。 

(1) 設計金額が熊本市契約事務取扱規則（昭和３９年４月１日規則第７号）第１４条の

２第 1 号に定める額以下の工事 

(2) 緊急を要する工事 

(3) 現場の特性により現場作業可能期間の制約（概ね 45 日未満）がある工事で、月単位 

の週休 2 日の達成が現実的でないと発注者が判断する工事 

(4) 前各号に掲げるもののほか、週休 2 日工事の対象とすることが適切ではないと発注

者が判断する工事 

（週休２日工事） 

第４条 週休２日工事は、週休２日（現場閉所型）工事を原則とする。 

２ 受注者において、工期や作業工程の制約により週休２日（現場閉所型）工事を実施する

ことが困難と判断した場合は、契約後かつ工事着手日までに発注者へ発議すること。 

３ 前項の発議後、受発注者間で協議を行い、発注者が認めた場合は週休２日（交替制）工

事へ変更することができる。 

（発注手続き） 

第５条 発注者は、当初設計時に、別紙１に示す月単位の週休２日の補正係数を労務費（予

定価格のもととなる工事費の積算に用いる複合単価、市場単価及び物価資料の掲載価格



（材工単価）の労務費）に乗じて予定価格を算出するものとする。 

なお、見積りに含まれる労務費は補正の対象としない。 

２ 発注者は、「週休２日工事」であることを工事施工条件（現場説明書）に明示する。 

（実施方法） 

第６条 受注者は、総合施工計画書提出時に週休２日取得の計画日が確認できる休日（現場

閉所又は現場休息）取得計画実績表（別紙 2 参照）を監督員に提出し、休日（現場閉所

又は現場休息）取得計画実績表の作成に当たっては、週休２日（現場閉所）工事の定義

を反映させることとする。なお、追加工事等に伴い対象期間（現場閉所又は現場休息）

が変更となる場合は、その都度、休日（現場閉所又は現場休息）取得計画実績表を監督

員に提出しなければならない。 

2  第４条第３項の規定により週休２日（交替制）への変更が認められた受注者は、前項の

規定にかかわらず総合施工計画書提出時に週休２日取得の計画日が確認できる休日

（交替制）取得計画実績表（別紙 3 参照）を監督員に提出するものとする。また、下請

け分は、各下請けが該当する工事に入る前に工種別施工計画書とともに休日（交替制）

取得計画実績表を提出するものとする。休日（交替制）取得計画実績表の作成に当たっ

ては、週休２日（交替制）工事の定義を反映させることとする。なお、休日（交替制）

取得計画実績表については対象者の休日率を確認するためのものであり、別の様式で

確認できれば別紙 3 以外とすることができる。対象期間（交替制）が変更となる場合

は、その都度、休日（交替制）取得計画実績表（変更）を監督員に提出しなければなら

ない。 

３ 受注者は、休日(現場閉所又は現場休息)取得計画実績表により休日(現場閉所又は現場

休息)の実施状況をとりまとめ、毎月、監督員に提出するものとする。 

４ 第４条第３項の規定により週休２日（交替制）を採択した受注者は、前項の規定にかか

わらず休日取得計画実績表（別紙３参照）により休日（交替制）の取得状況をとりまと

め、毎月、監督員に提出するものとする。 

５ 監督員は、受注者から提出された休日（現場閉所及び現場休息）取得計画実績表又は休

日（交替制）取得計画実績表により現場閉所(現場休息)率又は休日率を確認する。 

６ 受注者は「週休２日工事」である旨を看板等（別紙４参照）で現場に掲示するものとす

る。なお、掲示することで周囲へ「宣言」できるものであれば、別紙 4 以外とすること

ができる。 

（変更契約） 

第７条 現場閉所(現場休息)率又は休日率を確認した結果、達成状況が完全週休２日の要件

を満たす場合は、別紙１に示す完全週休２日の補正率にて算出した金額に増額変更し、月

単位の週休２日の要件に満たない場合は、第５条の規定により労務費に補正係数を乗じる

ことにより増額した額を減額するものとする。 

 （工事成績評定） 



第８条 週休２日工事の工事成績評定における評価や加点については、「営繕工事における

週休２日工事に係る工事成績評定の取扱いについて」（別紙 5）の通りとする。なお、達

成できなかった工事について、減点は行わないものとする。 

（補則） 

第 9 条 この要領に定めのない事項については、必要に応じて受発注者の協議により定め

るものとする。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

 この要領は、令和元年（2019 年）９月３０日から適用する。 

 

附 則 

 （施行期日） 

 この要領は、令和３年（2021 年）４月１日以降に契約依頼を行う業務に適用する。 

 

附 則 

 （施行期日） 

 この要領は、令和 5 年（2023 年）６月１日以降に契約依頼を行う業務に適用する。 

 

附 則 

 （施行期日） 

 この要領は、令和 5 年（2023 年）１０月１日以降に契約依頼を行う業務に適用する。 

 

附 則 

 （施行期日） 

 この要領は、令和 6 年（2024 年）3 月 1 日以降に契約依頼を行う業務に適用する。 

 

附 則 

 （施行期日） 

 この要領は、令和 6 年（2024 年）4 月 1 日以降に契約を行う業務に適用する。 

 

附 則 

 （施行期日） 

 この要領は、令和７年（2025 年）4 月 1 日以降に契約を行う業務に適用する。 

 

附 則 



 （施行期日） 

 この要領は、令和７年（2025 年）5 月 1 日以降に契約を行う業務に適用する。 

 

附 則 

 （施行期日） 

この要領は、令和８年（２０２６年）２月２７日以降に契約依頼を行う案件から適用する。 

 



熊本市営繕工事における週休２日工事の実施に係る積算方法等の運用 

 

制定 令和元年（2019 年）９月 6 日公共建築部長決裁 

改定 令和３年（2021 年）３月４日公共建築部長決裁 

改定 令和 5 年（2023 年）10 月 2 日公共建築部長決裁 

改定 令和６年（2024 年）2 月 15 日公共建築部長決裁 

改定 令和 7 年（2025 年）12 月 日公共建築部長決裁 

 

 

１．目的 

 「熊本市営繕工事における週休２日工事実施要領」（以下「市実施要領」という。）の制定

にあたり、運用するために必要な事項を定めるものとする。 

 

２．対象外工事の考え方（市実施要領第２条第 1 項（4）関係） 

「週休２日の対象とすることが適切ではないと発注者が判断する工事」については、工事

発注課が案件毎に判断するものとするが、働き方改革関連法の主旨を踏まえ、慎重に判断す

ること。なお、対象外工事と判断する場合は、その理由を説明できるようにしておくこと。 

 

3．適正な工期の確保（市実施要領第５条関係） 

 余裕期間制度を積極的に活用するとともに、公共建築工事における工期設定の基本的考

え方等に基づき、全体工期のしわ寄せがないよう設備工事の適正な施工期間を確保するな

ど適正な工期を設定する。 

 特に新営工事については、（一社）日本建築業連合会の「建築工事適正工期算定プログラ

ム」等を参考活用する。 

 

4．労務費の補正方法等（市実施要領第４条関係） 

 工事費の積算に用いる労務費の補正方法は以下による。 

(1)複合単価 

  複合単価の労務単価は、工事単価表の労務単価に以下の補正係数を乗じて補正する。 

 完全週休２日 月単位の週休２日 

補正係数 労務費 1.02 1.02 

現場管理費 1.01 ― 

 

(2)市場単価及び物価資料の掲載価格 

  市場単価は、以下の表 A－２、表 E－２及び表 M－２の補正率を用いた以下の式によ

り補正する。 

（別紙１） 

 



 

【新営工事の場合】 

  ・市場単価 × 新営補正率 

  ・補正市場単価 × 新営補正率 

 

 【全館無人改修の場合（基準単価の算定）】※ 

  ・市場単価 × 新営補正率 

  ・補正市場単価 × 新営補正率 

 

 【執務並行改修の場合（基準補正単価の算定）】※ 

  ・市場単価 × 改修補正率 

  ・補正市場単価 × 改修補正率 

 

（参考） 

 「基準単価」、「基準補正単価」とは、公共建築工事積算基準等資料第４編第１章８（３）

による。 

 執務並行改修の場合の基準補正単価は、公共建築工事積算基準等資料第４編第１章８（３）

ロ.基準補正単価の表 A－１、表 E－１及び表 M－１の「市場単価及び補正市場単価改修補

正率」によらず、表 A－２、表 E－２及び M－２の改修補正率を用いた上記の式により市場

単価を補正して算定すること。 

 物価資料の掲載価格（市場単価以外の材工単価）を採用する場合は、掲載価格を、以下の

表の補正率を用いた以下の式により補正する。 

 

 【新営工事の場合】 

  ・物価資料の掲載価格 × 新営補正率 

 

 【全館無人改修、執務並行改修の場合】※ 

  ・物価資料の掲載価格 × 改修補正率 

 

 

なお、以下の表の補正率には、本来事業者が負担すべき法定福利費相当額を適切に反映す

るための補正も含まれていることに留意する。 

 また、見積りに含まれる労務費は補正係数を用いた補正の対象外とする。 

 

 

 



 表 A－２ 建築工事の補正率 

工種 摘要※ 

月単位の週休２日 

及び 

完全週休２日 

新営補正率 改修補正率 

仮設工事 物価資料 1.01 1.01 

土工事 市場単価 

物価資料共通 

1.01 1.01 

 

地業工事 物価資料 1.01 1.01 

鉄筋工事 市場単価 

物価資料共通 

1.01 1.01 

コンクリート工事 市場単価 

物価資料共通 

1.01 1.01 

 

型枠工事 市場単価 

物価資料共通 

1.01 1.01 

鉄骨工事 物価資料 1.02 1.02 

既製コンクリート 物価資料 1.01 1.01 

防水工事 市場単価 1.01 1.08 

防水工事（ｼｰﾘﾝｸﾞ） 市場単価 1.01 1.14 

防水工事 物価資料 1.01 1.01 

石工事 物価資料 1.01 1.01 

タイル工事 物価資料 1.01 1.01 

木工事 物価資料 1.01 1.01 

屋根及びとい 物価資料 1.01 1.01 

金属工事 市場単価 1.01 1.09 

金属工事 物価資料 1.01 1.01 

左官工事 

（仕上塗材仕上） 
市場単価 1.01 1.01 

左官工事 

（仕上塗材仕上以外） 
市場単価 1.01 1.16 

左官工事 物価資料 1.01 1.01 

建具（ｶﾞﾗｽ） 市場単価 1.01 1.10 

建具（ｼｰﾘﾝｸﾞ） 市場単価 1.02 1.16 

建具 物価資料 1.01 1.01 

塗装工事 市場単価 1.01 1.15 



塗装工事 物価資料 1.01 1.01 

内外装工事 市場単価 1.01 1.13 

内外装工事（ﾋﾞﾆﾙ系床材） 市場単価 1.01 1.08 

内外装工事 物価資料 1.01 1.01 

内外装工事（ﾋﾞﾆﾙ系床材） 物価資料 1.01 1.01 

仕上げユニット 物価資料 1.01 1.01 

排水工事 物価資料 1.01 1.01 

舗装工事 物価資料 1.01 1.01 

植栽及び屋上緑化 物価資料 1.01 1.01 

※「市場単価」：市場単価及び補正市場単価、「物価資料」：物価資料の掲載価格の補正率を

示す。なお、記載が無い項目は市場単価、補正市場単価及び物価資料の掲載価格に共通の補

正率を示す。 

 

 

 

 表 E－２ 電気設備工事の補正率 

工種 摘要 

月単位の週休 2 日 

及び 

安全週休 2 日 

新営 

補正率 

改修 

補正率 

配管工事 

電線管、２種金属線及

び同ﾎﾞｯｸｽ 
1.01 1.19 

ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ 1.01 1.15 

位置ﾎﾞｯｸｽ及び位置ﾎﾞｯ

ｸｽ用ﾎﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ 
1.01 1.18 

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 1.01 1.13 

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ用接地端子 1.00 1.00 

防火区画貫通処理 

ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ用（壁・床） 
1.01 1.14 

防火区画貫通処理 

金属管・丸型用 
1.01 1.05 

（電動機その他接続材

工事） 

金属製可とう電線管 

1.01 1.15 



配線工事 
６００V 絶縁電線及び

６００V 絶縁ｹｰﾌﾞﾙ 
1.01 1.17 

接地工事 

（接地極工事） 

銅板式、銅覆鋼棒、接地

極埋設票（金属製） 

1.01 1.01 

 

 

 

 

 

表 M－２ 機械設備工事の補正率 

工種 摘要 

月単位の週休 2 日 

及び 

安全週休 2 日 

新営 

補正率 

改修 

補正率 

保温工事 
配管用、ﾀﾞｸﾄ用及び消音

内貼 
1.01 1.15 

ﾀﾞｸﾄ工事 
低圧ﾀﾞｸﾄ、排煙ﾀﾞｸﾄ 

及び低圧ﾁｬﾝﾊﾞｰ類 
1.01 1.15 

ﾀﾞｸﾄ付属品 
既製品ﾎﾞｯｸｽ、制気口、 

ﾀﾞﾝﾊﾟｰ等の取付手間のみ 
1.02 1.22 

衛生器具設備（ﾕ

ﾆｯﾄを除く） 
取付手間のみ 1.02 1.22 

 

(3)単価ファイルの作成（営繕課技術調整班にて作成） 

  週休２日試行工事の実施に伴う労務費の補正に必要な以下の単価ファイルを、一般的

に使用している単価ファイルを基に、営繕積算システム RIBC２標準単価作成システムを

用いて上記(1)及び(2)により作成する。 

① 複合単価 

② 市場単価 

 

(4)工事内訳書内単価の更新（各工事担当にて更新） 

  内訳書作成システムを用いて、上記(3)で作成した単価ファイルを内訳書に反映させ、

単価の更新を行う。 

 



別紙２

工事名： 提出日

契約工期： ～ ～ )

様

現場代理人：

週休２日工事実施のための休日取得計画を下表のとおり作成しましたので提出します。

週休２日工事実施のための休日取得計画について、工期変更等に伴い下表のとおり変更しましたので提出します。

令和●年●月までの週休２日工事実施の実施状況について下表のとおり報告します。

月

日 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

曜日 火 水 木 金 土 日 祝 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金

行

事

計画 0 25 0.0% - 0 25 0.0%

実施 0 25 0.0% - 0 25 0.0%

月

日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

曜日 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 祝 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 祝 火 水 木 金

行

事

計画 0 28 0.0% - 0 53 0.0%

実施 0 28 0.0% - 0 53 0.0%

月

日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

曜日 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 祝 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月

行

事

計画 0 31 0.0% - 0 84 0.0%

実施 0 31 0.0% - 0 84 0.0%

月

日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

曜日 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 祝 水

行

事

計画 0 30 0.0% - 0 114 0.0%

実施 0 30 0.0% - 0 114 0.0%

月

日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

曜日 木 金 土 日 祝 祝 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

行

事

計画 0 31 0.0% - 0 145 0.0%

実施 0 31 0.0% - 0 145 0.0%

月

日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

曜日 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月

行

事

計画 0 30 0.0% - 0 175

実施 0 30 0.0% - 0 175 0.0%

月

日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

曜日 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

行

事

計画 0 12 0.0% - 0 187 0.0% NG

実施 0 12 0.0% - 0 187 0.0% NG

令和7年1月7日 令和7年7月12日 （対象期間 ：

受注者名：

休日（現場閉所及び現場休息）取得計画実績表

2 月単位 累計

閉

所

日

数

計

対

象

日

数

計

1 月単位 累計

閉

所

日

数

計

対

象

日

数

計

現

場

閉

所

率

達

成

状

況

現

場

閉

所

率

達

成

状

況

閉

所

日

数

計

対

象

日

数

計

現

場

閉

所

率

閉

所

日

数

計

対

象

日

数

計

現

場

閉

所

率

3 月単位 累計

閉

所

日

数

計

対

象

日

数

計

現

場

閉

所

率

達

成

状

況

閉

所

日

数

計

対

象

日

数

計

現

場

閉

所

率

4 月単位 累計

閉

所

日

数

計

対

象

日

数

計

現

場

閉

所

率

達

成

状

況

閉

所

日

数

計

対

象

日

数

計

現

場

閉

所

率

6 月単位 累計

閉

所

日

数

計

対

象

日

数

計

現

場

閉

所

率

達

成

状

況

閉

所

日

数

計

対

象

日

数

計

現

場

閉

所

率

5 月単位 累計

閉

所

日

数

計

対

象

日

数

計

現

場

閉

所

率

達

成

状

況

閉

所

日

数

計

対

象

日

数

計

現

場

閉

所

率

7 月単位 累計

閉

所

日

数

計

対

象

日

数

計

現

場

閉

所

率

達

成

状

況

閉

所

日

数

計

対

象

日

数

計

現

場

閉

所

率

達

成

状

況

発注者：

□

□

□



別紙３

工事名： 提出日

契約工期： ～ ～ )

様

現場代理人：

： の

週休２日工事実施のための休日取得計画を下表のとおり作成しましたので提出します。

週休２日工事実施のための休日取得計画について、工期変更等に伴い下表のとおり変更しましたので提出します。

令和●年●月までの週休２日工事実施の実施状況について下表のとおり報告します。

月

日 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

曜日 火 水 木 金 土 日 祝 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金

対象者名

行

事

計画

実施

計画

実施

計画

実施

計画

実施

計画

実施

月

日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

曜日 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 祝 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 祝 火 水 木 金

対象者名

行

事

月

日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

曜日 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 祝 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月

対象者名

行

事

月

日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

曜日 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 祝 水

対象者名

行

事

月単位 累計

閉

所

日

数

計

対

象

日

数

計

現

場

閉

所

率

達

成

状

況

閉

所

日

数

計

対

象

日

数

計

現

場

閉

所

率

3

達

成

状

況

閉

所

日

数

計

対

象

日

数

計

現

場

閉

所

率

4 月単位 累計

閉

所

日

数

計

対

象

日

数

計

現

場

閉

所

率

達

成

状

況

閉

所

日

数

計

対

象

日

数

計

現

場

閉

所

率

対

象

日

数

計

現

場

閉

所

率

2 月単位 累計

閉

所

日

数

計

対

象

日

数

計

現

場

閉

所

率

□

1 月単位 累計

閉

所

日

数

計

対

象

日

数

計

現

場

閉

所

率

達

成

状

況

閉

所

日

数

計

発注者：

□

□

休日（交替制）取得計画実績表

受注者名：

（対象期間 ：令和7年1月7日 令和7年7月12日



（１）週休２日（現場閉所型）工事の場合

（２）週休２日（交替制）工事の場合

　施工者　　○○○○建設株式会社
　　　　　　　　現場代理人：○○　○○
　　　　　　　　電話：○○-○○○-○○○○

ご迷惑をおかけします
週休2日（交替制）工事
として実施しています

令和○年○月○日まで
時 間 帯 8:30～17:00

　発注者　　熊本市○○局〇〇部○○課
　　　　　　　　担当者：○○　○○
　　　　　　　　電話：○○-○○○-○○○○

別紙4

　発注者　　熊本市○○局〇〇部○○課
　　　　　　　　担当者：○○　○○
　　　　　　　　電話：○○-○○○-○○○○

　施工者　　○○○○建設株式会社
　　　　　　　　現場代理人：○○　○○
　　　　　　　　電話：○○-○○○-○○○○

令和○年○月○日まで
時 間 帯 8:30～17:00

掲示板の例

ご迷惑をおかけします
週休2日（現場閉所型）工事

として実施しています

〇〇〇〇工事

〇〇〇〇工事



別紙５ 

 

営繕工事における週休２日工事に係る工事成績評定の取扱いについて 

 

１．働き方改革 

（考査項目別運用表  別紙－１⑦ ５．創意工夫 ■働き方改革関係） 

□ 週休２日工事に取り組み、月単位 4 週 8 休（現場閉所率または現場休息率もしくは休日率

（交替制）28.5％）以上を達成した。 

・評価する週休２日を、完全週休 2 日又は月単位の週休 2 日と定義する。 

・「月単位での 4 週 8 休」は休日（現場閉所又は現場休息）取得計画実績表（別紙２参照）又は休

日（交替制）取得計画実績表（別紙３参照）で確認できること。 

 

２．週休２日の確保 

（考査項目別運用表  別紙－１② ２．施工状況 Ⅱ．工程管理） 

□ ⑩その他   理由：（ 例：通期の週休 2 日を達成した ） 

・評価する週休２日を、完全週休 2 日、月単位の週休 2 日、通期の週休 2 日定義する。 

・週休２日の確保を行った場合は、上記事項を評価する。 

・「4 週 8 休」は休日（現場閉所又は現場休息）取得計画実績表（別紙２参照）又は休日（交替制）

取得計画実績表（別紙３参照）で確認できること。 

 

   


